
11） 排水機場 

      

 

 

 

 

 

     （検討の考え方） 

本明川流域の地形や土地利用の状況等を勘案し、治水対策案への適用の可能性について

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-9 排水機場のイメージ 

 

自然流下排水の困難な地盤の低い地域で、堤防を越えて強制的に内水を排水するためのポンプ

を有する施設である。 

堤防のかさ上げが行われ、本川水位の上昇が想定される場合には、内水対策の強化として排水機

場の設置、能力増強が必要になる場合があることに留意する。 

本川の堤防が支川の堤
防より高い場合、本川
の逆流を防ぐために水
門・樋門を設置。

そのままでは水門・樋
門を閉めた場合、支川
の河川が氾濫

支川のはん濫を防ぐた
めに排水ポンプで支川
の水を汲み上げて本川
に流す

本川

水門水門

水門水門
排水機場排水機場
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12） 雨水貯留施設 

      

 

 

     （検討の考え方） 

現状の本明川流域での土地利用状況等を踏まえて、整備することにより雨水貯留が見込め

る可能性がある学校や公園、農業用ため池の設置状況、適切な維持管理の継続性等を勘案し、

治水対策案への適用の可能性について検討する。 

本明川の裏山地点上流域内には、整備することにより雨水貯留が見込める可能性がある学

校・公園・農業ため池が合計約 0.10km2 存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-10 雨水貯留施設のイメージ 

都市部等における保水機能の維持のために、雨水を貯留させるために設けられる施設で

ある。 

今後の治水対策のあり方に関する有識者会議 資料より

学校関係 ：５箇所

公園、その他 ：９箇所
農業用ため池 ：４箇所

本明川平面図 

：学校

：公園

：農業用ため池

流域

面積

(km2)

学校

（Km2）

公園

その他

（Km2）

農業用

ため池

（Km2）

合計

（Km2）

割合

（％）

裏山地点

上流域
３５．８ ０．０４ ０．０３ ０．０３ ０．０９ ０．３

流域

面積

(km2)

学校

（Km2）

公園

その他

（Km2）

農業用

ため池

（Km2）
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（Km2）
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（％）

裏山地点

上流域
３５．８ ０．０４ ０．０３ ０．０３ ０．０９ ０．３

※１ 流域内の校庭のある学校のうち校庭面積を計上（諫早市住宅地図より計測）
※２ 流域内にある公園の面積を計上（諫早市住宅地図より計測）
※３ 流域内にある農業用ため池の面積を計上（出典：諫早市ため池台帳）

※１ ※２ ※３ 
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13） 雨水浸透施設 

      

 

     （検討の考え方） 

現状の本明川流域での土地利用状況等を踏まえて、雨水浸透ますの設置の可能性、適切

な維持管理の継続性等を勘案し、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

本明川の裏山地点上流域内には、約 0.25km2 の宅地が存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-11 雨水浸透施設のイメージ 

都市部等における保水機能の維持のために、雨水を浸透させるために設けられる施設である。 

今後の治水対策のあり方に関する有識者会議 資料より

■本明川流域（裏山地点上流域）における
宅地の面積

流域面積

（㎢）

宅地

（㎢）

裏山地点
上流域

３５．８ ０．２５

流域面積

（㎢）

宅地

（㎢）

裏山地点
上流域

３５．８ ０．２５

基準地点 裏山 

 基準地点 

裏山 

本明川流域図 土地利用図
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14） 遊水機能を有する土地の保全 

      

 

 

 

 

     （検討の考え方） 

現状の本明川流域での遊水機能を有する土地の存在状況、土地利用状況等を踏まえて、

治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 出典：河川用語集〔国土技術政策総合研究所〕 

図 4.2-12 遊水機能を有する土地の保全のイメージ 

 

 

 

 

 

河道に隣接し、洪水時に河川水があふれるか又は逆流して洪水の一部を貯留し、自然に洪水を

調節する作用を有する池、沼沢、低湿地等である。現況を保全することによって、遊水機能を保持す

ることが可能となる。 
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15） 部分的に低い堤防の存置 

      

 

 

 

 

     （検討の考え方） 

現状の本明川流域での遊水機能を有する土地の存在状況、土地利用状況等を踏まえて、

治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-13 部分的に低い堤防の存置のイメージ 

下流のはん濫防止等のため、通常の堤防よりも部分的に高さを低くしておく堤防であり、「洗堰」、

「野越し」と呼ばれる場合がある。現況を保全することによって、遊水機能を保持することが可能とな

る。 
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16） 霞堤の存置 

      

 

 

 

 

     （検討の考え方） 

現状の本明川流域での霞堤の存在状況、土地利用状況等を踏まえて、治水対策案への適

用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-14 霞堤の存置のイメージ 

 

急流河川において比較的多い不連続堤である。上流部の堤防の決壊等によるはん濫流を河道に

戻す、洪水の一部を一時的に貯留するなどといった機能がある。現況を保全することによって、遊水

機能を保持することが可能となる。 

JR長崎本線

JR大村線

本
明

川
→

■

霞堤

7k000

本明川平面図

本明川

堤防

堤防

霞堤

洪水時には、堤防と堤防の間の隙
間から水をあふれさせ、流れを緩和
させる

氾濫した洪水が戻る

霞堤

北陸地方整備局阿賀川河川事務所HP
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17） 輪中堤 

      

 

 

 

 

     （検討の考え方） 

本明川流域の土地利用状況、現状の河川堤防の整備状況等を踏まえて、輪中堤の整備に

よる効果等を勘案し、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-15 輪中堤のイメージ 

ある特定の区域を洪水のはん濫から防御するため、その周囲を囲んで設けられた堤防である。な

お、他の方策（遊水機能を有する土地の保全等）と併せて対策が行われれば、下流の河道流量が低

減する場合がある。 

田畑

田畑

田畑
田畑

田畑

田畑
田畑

田畑
移転

河川

輪中堤方式

輪中堤

川内川河川事務所HP
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18） 二線堤 

      

 

 

 

 

     （検討の考え方） 

現状の河川周辺での二線堤として整備可能な土地利用状況等を勘案し、治水対策案の適

用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-16 二線堤のイメージ 

本堤背後の堤内地に築造される堤防であり、控え堤、二番堤ともいう。なお、他の方策（遊水機能

を有する土地の保全等）と併せて対策が行われれば、下流の河道流量が低減する場合がある。 

河川用語集 国土技術政策総合研究所
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19）樹林帯等 

      

 

 

 

     （検討の考え方） 

現状の河川周辺での樹林帯として保全・整備可能な土地利用状況を勘案し、治水対策案へ

の適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-17 樹林帯等のイメージ 

堤防の治水上の機能を維持増進し、又は洪水流を緩和するよう、堤内の土地に堤防に沿って設置

された帯状の樹林等である。 

大野川水系大野川（大分県）

国土交通省水管理・国土保全局HP
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20）宅地のかさ上げ、ピロティ建築等 

      

 

 

 

 

     （検討の考え方） 

現状の本明川流域での土地利用状況を踏まえて、建築基準法による災害危険区域の設定

等の可能性も勘案し、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-18  宅地のかさ上げ、ピロティ建築等のイメージ 

盛土して宅地の地盤高を高くしたり、建築構造を工夫したりすることによって、浸水被害の抑制等を

図る。なお、他の方策（遊水機能を有する土地の保全等）と併せて対策が行われれば、下流の河道

流量が低減する場合がある。 

高床形式（ピロティ）家屋イメージ

今後の治水対策のあり方に関する有識者会議 資料より
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21）土地利用規制 

      

 

 

 

 

 

     （検討の考え方） 

現状の本明川流域での土地利用状況を踏まえ、建築基準法による災害危険区域の設定や

条例等による土地利用の規制・誘導の可能性を勘案し、治水対策案への適用の可能性につい

て検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-19 土地利用規制のイメージ 

浸水頻度や浸水のおそれが高い地域において、土地利用の規制・誘導によって被害を抑制する。

土地利用規制により現況を維持することで、浸水頻度や浸水のおそれが高い地域への更なる資産の

集中を抑制することが可能となる。なお、他の方策（遊水機能を有する土地の保全等）と併せて対策

が行われれば、下流の河道流量が低減する場合がある。 

緑 川

災害危険区域

災害危険区域

保全人家

災害危険区域

津
留
川

輪中堤

緑 川

災害危険区域

災害危険区域

保全人家

災害危険区域

津
留
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輪中堤

建築基準法抜粋（災害危険区域）

第３９条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出
水等による危険の著しい区域を災害危険区域として
指定することができる。
２ 災害危険区域内における住居の用に供する建
築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制
限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定め
る。

緑川水系緑川（熊本県）

今後の治水対策のあり方に関する有識者会議 資料より
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22）水田等の保全 

      

 

 

 

 

     （検討の考え方） 

今後の本明川流域の土地利用における水田保全の方向性を踏まえつつ、畦畔の嵩上げ、

落水口の改造（堰板の交換）等を前提とした水田による保水機能向上の治水対策案への適用

の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域面積

(km2)

水田

（Km2）

割合

（％）

裏山地点上流域 ３５．８ 1.5 ４

■本明川流域（裏山地点上流域）における水田の面積

※水田面積は、平面図や航空写真より計測  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-20  水田等の保全のイメージ 

雨水を一時貯留したり、地下に浸透させたりするという水田の機能を保全することである。なお、治

水上の機能を向上させるためには、落水口の改造工事等や治水機能を継続的に維持し、降雨時に

機能させていくための措置が必要となる。 

国土交通省水管理・国土保全局HP

基準地点 裏山

 基準地点 

裏山 

本明川流域図 土地利用図

(km2)  (km2)  
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23）森林の保全 

      

 

 

 

     （検討の考え方） 

森林保全による治水効果の定量化の現状や本明川流域における森林の現状を踏まえて、治

水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-21  森林の保全のイメージ 

主に森林土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくり流出させるという森林の涵養機能を

保全することである。 

今後の治水対策のあり方に関する有識者会議 資料より

間伐等を適正に実施することにより、森林を保全荒廃地からの土砂流出への対策として植林により緑を復元

基準地点 裏山

 基準地点 

裏山 

本明川流域図 土地利用図
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24）洪水の予測、情報の提供等 

      

 

 

 

     （検討の考え方） 

現状の本明川流域での洪水予測、情報提供等の状況、洪水時の警戒避難、被害軽減対策

の状況を踏まえて、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-22 洪水の予測、情報の提供等のイメージ 

 

25）水害保険等 

      

 

 

 

     （検討の考え方） 

国内外での水害保険の現状、我が国での民間会社が運営・販売する火災保険による風水害

による被害補填制度の状況を踏まえて、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

洪水時に住民が的確で安全に避難できるように、洪水の予測や情報の提供等を行い、被害の軽

減を図る。 

今後の治水対策のあり方に関する有識者会議 資料より

家屋、家財の資産について、水害に備えるための損害保険である。はん濫した区域において、個

人や個別の土地等の被害軽減を図る対策として、水害の被害額の補填が可能となる。 
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（2） 治水対策案の本明川流域への適用性 

表 4.2-1、表 4.2-2 に 26 方策の本明川流域への適用性について検討した結果を示す。９.

決壊しない堤防、10.決壊しづらい堤防、11.高規格堤防、16.部分的に低い堤防の存置、19.

二線堤、26.水害保険等の 6 方策を除く 20 方策において検討を行うこととした。
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少

な
い

複
数

の
候

補
地

を
選

定
し

検
討

。

４
．

放
水

路
放

水
路

に
よ

り
洪

水
の

一
部

を
分

流
す

る
。

ピ
ー

ク
流

量
を

低
減

。
治

水
効

果
を

発
揮

で
き

、
分

流
位

置
や

放
水

路
延

長
の

違
う

複
数

の
ル

ー
ト

を
検

討
。

５
．

河
道

の
掘

削
河

道
の

掘
削

に
よ

り
河

川
の

断
面

積
を

拡
大

す
る

。
流

下
能

力
を

向
上

。
流

下
断

面
や

縦
断

方
向

の
河

床
の

状
況

を
踏

ま
え

検
討

。

６
．

引
堤

堤
防

を
背

後
地

の
居

住
地

側
に

移
設

・
新

設
し

河
川

の
断

面
積

を
拡

大
す

る
。

流
下

能
力

を
向

上
。

家
屋

移
転

や
用

地
補

償
、

横
断

工
作

物
、

堤
防

の
整

備
状

況
を

踏
ま

え
検

討
。

７
．

堤
防

の
か

さ
上

げ
堤

防
の

高
さ

を
上

げ
て

河
川

の
断

面
積

を
拡

大
す

る
。

流
下

能
力

を
向

上
。

家
屋

移
転

や
用

地
補

償
、

横
断

工
作

物
、

堤
防

の
整

備
状

況
を

踏
ま

え
検

討
。

８
．

河
道

内
の

樹
木

の
伐

採
河

道
内

に
繁

茂
し

た
樹

木
を

伐
採

。
流

下
能

力
を

向
上

。
河

道
内

樹
木

の
繁

茂
状

況
を

踏
ま

え
て

、
河

道
管

理
の

観
点

か
ら

樹
木

群
の

拡
大

防
止

を
図

る
。

９
．

決
壊

し
な

い
堤

防
決

壊
し

な
い

堤
防

の
整

備
に

よ
り

、
多

く
の

避
難

時
間

を
確

保
で

き
る

。

長
大

な
堤

防
に

つ
い

て
は

、
経

済
的

、
社

会
的

な
課

題
を

解
決

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

仮
に

計
画

高
水

位
で

も
決

壊
し

な
い

技
術

が
確

立
さ

れ
れ

ば
、

河
道

の
流

下
能

力
を

向
上

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

1
0
．

決
壊

し
づ

ら
い

堤
防

決
壊

し
づ

ら
い

堤
防

の
整

備
に

よ
り

、
多

く
の

避
難

時
間

を
確

保
で

き
る

。

長
大

な
堤

防
に

つ
い

て
は

、
経

済
的

、
社

会
的

な
課

題
を

解
決

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
堤

防
が

決
壊

す
る

可
能

性
が

残
り

、
流

下
能

力
の

確
実

な
向

上
を

見
込

む
こ

と
は

困
難

で
、

今
後

調
査

研
究

が
必

要
。

1
1
．

高
規

格
堤

防
通

常
の

堤
防

よ
り

居
住

地
側

の
堤

防
幅

を
広

く
し

、
洪

水
時

の
避

難
地

と
し

て
も

活
用

。
沿

川
の

背
後

に
は

、
都

市
の

開
発

計
画

や
再

開
発

計
画

が
な

く
、

効
率

的
に

整
備

で
き

る
該

当
箇

所
が

な
い

。

1
2
．

排
水

機
場

排
水

機
場

に
よ

り
内

水
対

策
を

行
う

も
の

。
内

水
被

害
軽

減
の

観
点

か
ら

必
要

に
応

じ
た

対
策

の
推

進
を

図
る

努
力

を
継

続
。

河 川 を 中 心 と し た 対 策

2
6
方

策
の

概
要
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表
4
.2

-
2
 

26
方

策
の

本
明

川
流

域
へ

の
適

用
性

に
つ

い
て

（
治

水
対

策
案

）
 

   

今
回

の
検

討
に

お
い

て
組

合
せ

の
対

象
と

し
て

い
る

方
策

河
道

・
流

域
管

理
、

災
害

時
の

被
害

軽
減

の
観

点
か

ら
全

て
に

共
通

の
方

策
今

回
の

検
討

に
お

い
て

組
合

せ
の

対
象

と
し

な
か

っ
た

方
策

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
で

示
さ

れ
て

い
る

方
策

方
策

の
概

要
本

明
川

流
域

へ
の

適
用

性

1
3
．

雨
水

貯
留

施
設

雨
水

貯
留

施
設

を
設

置
す

る
。

ピ
ー

ク
流

量
を

低
減

す
る

場
合

が
あ

る
。

本
明

川
流

域
内

の
校

庭
、

公
園

及
び

農
業

用
た

め
池

を
対

象
と

し
て

検
討

。

1
4
．

雨
水

浸
透

施
設

雨
水

浸
透

施
設

を
設

置
す

る
。

ピ
ー

ク
流

量
を

低
減

す
る

場
合

が
あ

る
。

本
明

川
流

域
内

の
宅

地
を

対
象

と
し

て
検

討
。

1
5
．

遊
水

機
能

を
有

す
る

土
地

の
保

全
遊

水
機

能
を

有
す

る
土

地
を

保
全

す
る

。
遊

水
に

よ
り

ピ
ー

ク
流

量
が

低
減

さ
れ

る
場

合
が

あ
る

。

本
明

川
流

域
に

隣
接

す
る

土
地

に
は

、
遊

水
機

能
を

有
す

る
池

、
沼

沢
、

低
湿

地
は

存
在

し
な

い
。

霞
堤

と
あ

わ
せ

て
田

畑
等

で
遊

水
す

る
土

地
の

保
全

を
検

討
。

1
6
．

部
分

的
に

低
い

堤
防

の
存

置
通

常
の

堤
防

よ
り

も
部

分
的

に
高

さ
を

低
く
し

て
お

く
堤

防
を

存
置

す
る

。
越

水
に

よ
り

ピ
ー

ク
流

量
が

低
減

さ
れ

る
場

合
が

あ
る

。
本

明
川

沿
川

に
は

通
常

の
堤

防
よ

り
も

部
分

的
に

高
さ

が
低

い
堤

防
は

存
在

し
な

い
。

1
7
．

霞
堤

の
存

置
霞

堤
を

存
置

し
洪

水
の

一
部

を
貯

留
す

る
。

ピ
ー

ク
流

量
が

低
減

さ
れ

る
場

合
が

あ
る

。
本

明
川

沿
川

の
霞

堤
に

つ
い

て
検

討
。

1
8
．

輪
中

堤
輪

中
堤

に
よ

り
家

屋
や

集
落

の
浸

水
被

害
を

防
止

す
る

。
霞

堤
と

あ
わ

せ
、

遊
水

に
対

し
て

家
屋

等
の

浸
水

被
害

を
防

止
す

る
対

策
と

し
て

検
討

。

1
9
．

二
線

堤
堤

防
の

背
後

地
に

堤
防

を
設

置
す

る
。

洪
水

氾
濫

の
拡

大
を

防
止

。
本

明
川

沿
川

に
二

線
堤

は
存

在
し

て
お

ら
ず

、
ま

た
、

新
た

に
二

線
堤

を
設

置
す

る
適

地
が

な
い

。

2
0
．

樹
林

帯
等

堤
防

の
背

後
地

に
帯

状
の

樹
林

を
設

置
す

る
。

堤
防

決
壊

時
の

拡
大

を
抑

制
。

災
害

時
の

被
害

軽
減

等
の

観
点

か
ら

推
進

を
図

る
努

力
を

継
続

。

2
1
．

宅
地

の
か

さ
上

げ
・
ﾋ
ﾟﾛ

ﾃ
ｨ建

築
宅

地
の

地
盤

高
を

高
く
し

た
り

、
ピ

ロ
テ

ィ
建

築
に

す
る

。
浸

水
被

害
を

防
止

。
霞

堤
と

あ
わ

せ
、

遊
水

に
対

し
て

家
屋

等
の

浸
水

被
害

を
防

止
す

る
対

策
と

し
て

検
討

。

2
2
．

土
地

利
用

規
制

災
害

危
険

区
域

設
定

等
に

よ
り

土
地

利
用

を
規

制
す

る
こ

と
で

新
た

な
資

産
形

成
等

を
抑

制
し

、
浸

水
被

害
発

生
を

回
避

。
霞

堤
と

あ
わ

せ
、

そ
の

対
象

区
域

で
検

討
。

2
3
．

水
田

等
の

保
全

（
機

能
の

保
全

）
水

田
等

の
保

全
に

よ
り

雨
水

を
貯

留
し

、
流

出
を

抑
制

す
る

。
流

域
管

理
の

観
点

か
ら

推
進

を
図

る
努

力
を

継
続

。

2
3
．

水
田

等
の

保
全

（
機

能
の

向
上

）
畦

畔
の

か
さ

上
げ

、
落

水
口

の
改

造
工

事
等

に
よ

り
、

治
水

上
の

機
能

を
現

状
よ

り
向

上
さ

せ
る

。
本

明
川

流
域

内
の

水
田

を
対

象
に

畦
畔

の
か

さ
上

げ
を

検
討

。

2
4
．

森
林

の
保

全
森

林
の

保
全

に
よ

り
雨

水
浸

透
の

機
能

を
保

全
す

る
。

流
域

管
理

の
観

点
か

ら
推

進
を

図
る

努
力

を
継

続
。

2
5
．

洪
水

の
予

測
・
情

報
の

提
供

等
洪

水
の

予
測

・
情

報
提

供
に

よ
り

被
害

の
軽

減
を

図
る

。
災

害
時

の
被

害
軽

減
等

の
観

点
か

ら
推

進
を

図
る

努
力

を
継

続
。

2
6
．

水
害

保
険

等
水

害
保

険
に

よ
り

被
害

額
の

補
填

が
可

能
。

河
川

整
備

水
準

に
基

づ
く
保

険
料

率
の

設
定

が
可

能
で

あ
れ

ば
、

土
地

利
用

誘
導

・
建

築
方

式
対

応
等

の
手

法
と

し
て

検
討

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

流 域 を 中 心 と し た 対 策

2
6
方

策
の

概
要
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4．2．3．2 複数の治水対策案の立案 

(1) 治水対策案の組み合わせの考え方 

治水対策案の検討において、検証要領細目で示された方策のうち、本明川流域に適用可

能な方策を組み合わせて、できる限り幅広い治水対策案を立案した。 

治水対策案は、本明川流域の地形、地域条件、既設施設を踏まえ、単独方策で効果を発

現できる案及び複数方策の組み合わせによって効果を発揮できる案について、代表的な方

策別にグループ化して検討を行った。各グループの考え方は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 治水対策案の一覧 

グループ１：河道の対策により対応する案 （対策案①～③） 

グループ２：分流させることにより対応する案 （対策案④～⑧） 

グループ３：できるだけ洪水を貯留する案 （対策案⑨～⑬） 

グループ４：できるだけ雨水の河川への流出を抑制する案 （対策案⑭） 

グループ５：家屋等の浸水被害を防御する案 （対策案⑮～⑯） 

グループ５：家屋等の浸水被害を防御する案 

  「霞堤の存置」を検討する区間においては、家屋等の浸水被害を防御する方策を検討する。そ

れ以外の区間については河道の対策を検討する。なお、河道の対策としては用地買収や構造物

の改築が一番少なくなりコスト的にも最も優位と想定される「河道の掘削」との組み合わせを検討

する。 

グループ４：できるだけ雨水の河川への流出を抑制する案 

  できるだけ雨水の河川への流出を抑制させるため、「雨水貯留施設」、「雨水浸透施設」、「水

田等の保全（機能向上）」を実施したうえで、河道の対策案との組み合わせを検討する。なお、河

道の対策としては用地買収や構造物の改築が一番少なくなりコスト的に最も優位と想定される「河

道の掘削」との組み合わせを検討する。 

グループ３：できるだけ洪水を貯留する案 

  「小ヶ倉ダムの貯水池掘削」及び「遊水地」の建設によりできるだけ洪水を貯留したうえで、低減

した流量を流すため、河道の対策案との組み合わせを検討する。なお、河道の対策としては用地

買収や構造物の改築が一番少なくなりコスト的に最も優位と想定される「河道の掘削」との組み合

わせを検討する。 

グループ２：分流させることにより対応する案 

  「放水路」の建設により洪水を分流させたうえで、放水路の治水効果が及ばない区間におい

て、河道の対策案との組み合わせを検討する。なお、河道の対策としては用地買収や構造物の

改築が一番少なくなりコスト的に最も優位と想定される「河道の掘削」との組み合わせを検討する。

グループ１：河道の対策により対応する案 

  流域の地形、地域条件に応じて適用可能な「河道の掘削」、「引堤」、「堤防のかさ上げ」を検討

する。 

4-39



表
4
.2

-
3
 

治
水

対
策

案
の

組
み

合
わ

せ
一

覧
表

 

                 

 
河

川
整

備
計

画
①

②
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

⑭
⑮

⑯

本
明

川
ダ

ム

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
川

改
修

河
道

の
掘

削
河

道
の

掘
削

河
道

の
掘

削
河

道
の

掘
削

河
道

の
掘

削
河

道
の

掘
削

河
道

の
掘

削
河

道
の

掘
削

河
道

の
掘

削
河

道
の

掘
削

河
道

の
掘

削
河

道
の

掘
削

河
道

の
掘

削
河

道
の

掘
削

引
　

堤

堤
防

の
か

さ
上

げ

放
水

路
（本

明
川

下
流

部
ル

ー
ト

）

放
水

路
（諫

早
市

街
地

迂
回

ル
ー

ト
）

放
水

路
（大

村
湾

ル
ー

ト
）

放
水

路
（
東

大
川

ル
ー

ト
）

放
水

路
（鈴

田
川

ル
ー

ト
）

ダ
ム

の
有

効
活

用
（小

ヶ
倉

ダ
ム

の
貯

水
池

掘
削

）

遊
水

地
(地

役
権

方
式

)

遊
水

地
（掘

込
方

式
〔１

箇
所

〕）

遊
水

地
（
掘

込
方

式
〔
４

箇
所

〕）

遊
水

地
（掘

込
方

式
〔７

箇
所

〕）

雨
水

貯
留

施
設

雨
水

貯
留

施
設

雨
水

浸
透

施
設

雨
水

浸
透

施
設

水
田

等
の

保
全

（機
能

向
上

）

水
田

等
の

保
全

（機
能

向
上

）

輪
中

堤
輪

中
堤

宅
地

の
か

さ
上

げ
・ピ

ロ
テ

ィ
建

築
等

宅
地

の
か

さ
上

げ
・
ピ

ロ
テ

ィ
建

築
等

遊
水

機
能

を
有

す
る

土
地

の
保

全

遊
水

機
能

を
有

す
る

土
地

の
保

全

霞
堤

の
存

置
霞

堤
の

存
置

土
地

利
用

規
制

土
地

利
用

規
制

河
川

整
備

計
画

河 川 を 中 心 と し た 対 策 流 域 を 中 心 と し た 対 策

河
道

内
の

樹
木

の
伐

採
、

排
水

機
場

※

樹
林

帯
等

、
水

田
等

の
保

全
（機

能
の

保
全

）、
森

林
の

保
全

、
洪

水
の

予
測

・情
報

の
提

供
等

　
※

グ
ル

ー
プ

１
グ

ル
ー

プ
２

グ
ル

ー
プ

３
グ

ル
ー

プ
４

グ
ル

ー
プ

５

河
道
の
対
策
に
よ
り

 

対
応
す
る
案

 

分
流
さ
せ
る
こ
と
に

 

よ
り
対
応
す
る
案

 

で
き
る
だ
け
洪
水
を

 

貯
留
す
る
案

 

で
き
る
だ
け
雨
水
の

 

河
川
へ
の
流
出
を
抑
制

 

す
る
案

 

家
屋

等
の

浸
水

被
害

を

防
御
す
る
案

 
※

こ
こ

に
記

載
す

る
方

策
は

、
流

出
抑

制
や

災
害

時
の

被
害

軽
減

等
に

資
す

る
も

の
と

し
て

、
河

道
・
流

域
管

理
の

観
点

か
ら

そ
の

推
進

を
図

る
努

力
を

継
続

す
る

。
 

河
川

整
備

計
画

対
策

案
①

対
策

案
②

対
策

案
'③

対
策

案
④

対
策

案
⑤

対
策

案
⑥

対
策

案
⑦

対
策

案
⑧

対
策

案
⑨

対
策

案
⑩

対
策

案
⑪

対
策

案
⑫

対
策

案
⑬

対
策

案
⑭

対
策

案
⑮

対
策

案
⑯

対
策

案
③
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